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申
告
準
備
は
お
早
め
に

申
告
準
備
は
お
早
め
に

税
金
の
申
告
受
付
が

は
じ
ま
り
ま
す

市
・
都
民
税
の
申
告

○
２
０
１
４
年
１
月
１
日
現
在
、

町
田
市
に
住
所
が
あ
る
方
は
原
則

市
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す

　
次
に
該
当
す
る
方
は
申
告
不
要

で
す
。
①
所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
方
②
Ａ
「
給
与
所
得
の
み
」

Ｂ
「
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得

の
み
」
ま
た
は
Ａ
Ｂ
両
方
の
み
の

方
で
、
給
与
支
払
者
ま
た
は
公
的

年
金
支
払
者
か
ら
市
役
所
へ
報
告

が
な
さ
れ
て
い
る
方
（
源
泉
徴
収

票
に
記
載
の
な
い
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
申
告
が
必
要
）。

　
税
務
署
等
で
確
定
申
告
書
に

「
地
方
税
連
絡
用
」
の
印
を
押
印

さ
れ
た
方
で
町
田
市
に
申
告
す
る

場
合
は
、
市
民
税
・
都
民
税
申
告

書
（
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・

電
話
番
号
を
記
入
・
押
印
）
と
確

定
申
告
書
、
添
付
資
料
を
市
民
税

課
に
提
出
し
て
下
さ
い
（
郵
送
も

可
）。
　
詳
細
は
「
平
成
　
年
度
市
民
税

２６

・
都
民
税
申
告
の
ご
案
内
」（
市

民
税
課
で
配
布
、
町
田
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）

を
ご
覧
下
さ
い
。

※
年
金
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円

以
下
か
つ
公
的
年
金
等
に
か
か
る

雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
　
万
２０

円
以
下
の
方
は
、
確
定
申
告
が
原

則
不
要
と
な
り
ま
し
た
。
確
定
申

告
を
し
な
い
方
で
、
扶
養
控
除
や

医
療
費
控
除
等
を
追
加
さ
れ
る
方

は
、
市
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
申
告
に
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

　
①
申
告
書
（
会
場
に
有
り
、
町

田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
も
可
）
②
印
鑑
③
前
年
中
の

収
入
を
証
明
で
き
る
資
料
（
源
泉

徴
収
票
等
）
④
各
種
控
除
の
資
料

等
（
前
年
中
に
支
払
っ
た
社
会
保

険
料
の
領
収
書
や
国
民
年
金
保
険

料
・
生
命
保
険
料
・
個
人
年
金
保

険
料
・
介
護
医
療
保
険
料
・
地
震

保
険
料
の
控
除
証
明
書
、
医
療
費

の
領
収
書
及
び
計
算
明
細
書
、
障

害
者
手
帳
、
寄
附
金
の
受
領
証
、

学
生
証
等
該
当
す
る
も
の
）、
た

だ
し
③
④
は
該
当
す
る
方
の
み
。

※
義
援
金
等
で
「
ふ
る
さ
と
納

税
」
と
し
て
控
除
を
受
け
る
方

は
、
受
領
証
な
ど
の
ほ
か
、
義
援

金
等
が
最
終
的
に
被
災
地
方
公
共

団
体
や
義
援
金
配
分
委
員
会
等
へ

拠
出
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
書
類

（
寄
附
先
等
が
日
本
赤
十
字
社
・

中
央
共
同
募
金
会
で
あ
る
場
合
は

不
要
）
が
必
要
で
す
。

※
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

の
対
象
に
な
る
方
は
、
居
住
開
始

年
月
日
・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
可
能
額
の
記
載
が
あ
る
源
泉
徴

収
票
、
ま
た
は
税
務
署
に
提
出
さ

れ
た
確
定
申
告
書
の
控
え
が
必
要

で
す
。

○
期
限
内
に
申
告
を

　
期
限
内
に
申
告
し
な
い
と
、
納

付
回
数
が
減
り
、
１
回
あ
た
り
の

金
額
が
多
く
な
っ
た
り
、
課
税
・

非
課
税
証
明
書
等
の
交
付
や
、
国

民
健
康
保
険
税
等
の
軽
減
が
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

２
０
１
４
年
度

市
・
都
民
税
の
主
な
改
正
点

○
個
人
住
民
税
の
均
等
割
額
の
特

例　「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興

に
関
し
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す

る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な

財
源
の
確
保
に
係
る
地
方
税
の
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ

き
、
２
０
１
４
年
度
～
２
０
２
３

年
度
の
期
間
、
均
等
割
額
が
市
民

税
は
３
０
０
０
円
か
ら
３
５
０
０

円
に
、
都
民
税
は
１
０
０
０
円
か

ら
１
５
０
０
円
に
な
り
ま
す
。

○
公
的
年
金
所
得
者
の
寡
婦（
夫
）

控
除
の
申
告
の
簡
素
化

　
公
的
年
金
等
に
係
る
扶
養
親
族

等
申
告
書
に
、
寡
婦
（
夫
）
控
除

に
関
す
る
事
項
が
追
加
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
申
告
書
で
控
除
を
受
け

る
申
告
を
し
た
場
合
は
、
寡
婦

（
夫
）
控
除
を
受
け
る
た
め
の
市

民
税
・
都
民
税
申
告
書
の
提
出
は

不
要
と
な
り
ま
す
。

○
ふ
る
さ
と
寄
附
金
の
税
額
控
除

の
改
正

　
地
方
公
共
団
体
に
寄
附
（
ふ
る

さ
と
納
税
）
を
行
っ
た
場
合
、
寄

附
金
の
２
０
０
０
円
を
超
え
る
部

分
に
つ
い
て
、
個
人
住
民
税
の
税

額
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
２
０
１
３
年
か
ら
、
復
興
特
別

所
得
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
住
民
税
に
お
け
る
特
例
控
除

額
が
調
整
さ
れ
ま
す
。　

○
給
与
所
得
控
除
の
上
限
設
定

　
給
与
収
入
の
金
額
が
年
額
１
５

０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
の
給
与

所
得
控
除
に
つ
い
て
、
２
４
５
万

円
の
上
限
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

○
個
人
住
民
税
（
市
・
都
民
税
）

額
の
試
算
が
で
き
ま
す

　
２
月
上
旬
か
ら
、
町
田
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
で
源
泉
徴
収
票
の
内

容
や
所
得
の
状
況
等
を
入
力
す
る

と
、
個
人
住
民
税
（
市
・
都
民
税
）

額
が
試
算
で
き
ま
す
。
ま
た
、
入

力
情
報
か
ら
市
民
税
・
都
民
税
申

告
書
を
作
成
、
印
刷
し
町
田
市
に

提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

汚
甥

遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
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遠
遠
遠
遠
遠
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遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠

汚 甥遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠

汚 甥遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠
　
　
月
　
日
、
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ

１１

１２

功
労
賞
の
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
ス

ポ
ー
ツ
功
労
者
と
し
て
一
般
財
団

法
人
町
田
市
体
育
協
会
副
会
長
の

加
藤
喜
義
さ
ん
が
、
ス
ポ
ー
ツ
功

労
団
体
と
し
て
一
般
社
団
法
人
町

田
サ
ッ
カ
ー
協
会
が
表
彰
さ
れ
ま

し
た
。

　
こ
れ
は
、
都
民
の
ス
ポ
ー
ツ
活

動
を
支
援
し
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
功

労
者
の
方
々
や
、
都
に
お
け
る
ス

ポ
ー
ツ
の
普
及
・
発
展
に
貢
献
し

た
関
係
団
体
に
対
し
、
永
年
の
功

績
を
称
え
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の

で
す
。

町
田
市
体
育
協
会
副
会
長
の
加
藤
喜
義
さ
ん
と
町
田
サ
ッ
カ
ー
協
会

町
田
市
体
育
協
会
副
会
長
の
加
藤
喜
義
さ
ん
と
町
田
サ
ッ
カ
ー
協
会

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
功
労
賞
を
受
賞

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
功
労
賞
を
受
賞町田市体育協会の

加藤喜義さん町田サッカー協会の皆さん

汚
甥

遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠
遠

 　
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
で
の
送
信
、
郵

送
、
税
務
署
の
時
間
外
収
受
箱
へ

の
投
函
で
も
提
出
で
き
ま
す
。
市

庁
舎
１
階
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
ロ
ビ

ー
・
イ
ベ
ン
ト
ス
タ
ジ
オ
で
も
、

２
月
３
日
（
月
）
～
３
月
　
日
１７

（
月
）
の
間
、
作
成
済
み
の
申
告

申
告
書
の
提
出

書
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

 　
２
０
１
３
年
中
に
、
個
人
か
ら

土
地
、
建
物
、
現
金
、
預
貯
金
、

株
式
、
債
券
等
の
財
産
の
贈
与
を

受
け
、
そ
の
財
産
の
合
計
額
が
１

１
０
万
円
を
超
え
る
方
や
「
相
続

時
精
算
課
税
」
を
選
択
し
た
方
は

贈
与
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
次
の
よ
う
な
場
合
も
贈
与
税
の

課
税
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

①
無
償
で
不
動
産
や
株
式
等
の
財

産
の
名
義
を
変
更
し
た
場
合

②
共
同
で
不
動
産
を
購
入
し
、
資

金
の
負
担
割
合
に
応
じ
た
持
分
の

登
記
を
行
っ
て
い
な
い
場
合

③
不
動
産
や
株
式
等
を
取
得
す
る

た
め
に
、
父
母
な
ど
か
ら
資
金
を

借
り
入
れ
、
そ
の
返
済
が
「
出
世

払
い
」
等
の
よ
う
に
、
実
質
的
に

贈
与
と
認
め
ら
れ
る
場
合

※
贈
与
税
の
申
告
は
、
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
し
、
ｅ

贈
与
税
の
申
告
も
忘
れ
ず
に

―
Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信
で
き
ま
す
。

 　
２
０
１
３
年
中
、
父
母
や
祖
父

母
な
ど
直
系
尊
属
か
ら
、
自
己
の

居
住
用
家
屋
の
取
得
の
た
め
の
金

銭
の
贈
与
を
受
け
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
場
合
は
、
７
０
０
万
円

ま
で
の
贈
与
税
の
非
課
税
制
度
を

適
用
で
き
ま
す
。
こ
の
適
用
を
受

け
る
に
は
、
３
月
　
日
ま
で
に
贈

１７

与
税
申
告
書
と
添
付
書
類
の
提
出

が
必
要
で
す
。

住
宅
取
得
等
の
た
め
の
資

金
の
贈
与
を
受
け
た
方

町田税務署から町田税務署から
　確定申告の受付会場は、ぽっぽ町田（原町田４－
10－20、地下１階）です。
　　２月３日（月）～３月17日（月）の平日、２月23日（日）、
３月２日（日）
　　　　午前８時45分～午後４時（提出は午後５時まで）
　町田税務署　７２８・７２１１辺辺問

期間

受付時間

問
市
・
都
民
税
＝
町
田
市
市
民
税
課
辺
７
２
４
・
２
１
１

７
、
２
１
１
４
、
所
得
税
・
贈
与
税
・
消
費
税
＝
町
田
税

務
署
辺
７
２
８
・
７
２
１
１
、
事
業
税
＝
八
王
子
都
税
事

務
所
個
人
事
業
税
係
辺
０
４
２
・
６
４
４
・
１
１
１
１

　
爽
や
か
な
冬
晴
れ
の
１
月
　
日
１３

に
、
総
合
体
育
館
で
「
二
十
祭
ま

ち
だ
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
町
田
市
の
成
人
式
は
、
若
者
だ

け
で
組
織
す
る
実
行
委
員
会
が
、

企
画
運
営
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
式
典
は
新
成
人
と
笠
井
信
輔
ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
に
よ
る
進
行
で
「
Ｔ

Ａ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
―
Ｌ
Ａ
Ｂ
町
田
」
の
講

師
に
よ
る
和
太
鼓
の
演
奏
や
、
早

稲
田
大
学
教
授
・
森
川
友
義
氏
に

よ
る
「
恋
愛
学
講
義
」
等
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
ロ
ビ
ー
で
は
外
国
人
へ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー「
セ
カ
イ
×
マ
チ
ダ
」

の
パ
ネ
ル
展
示
や
、
各
小
・
中

学
校
・
高
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
作
成

し
た
お
祝
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
掲

示
さ
れ
、
各
自
母
校
の
懐
か
し

い
写
真
や
先
生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
中
学
生
時
代
に
二
十
歳

の
自
分
宛
に
書
い
た
「
タ
イ
ム

マ
シ
ン
作
文
」
を
受
け
取
る
コ

ー
ナ
ー
も
賑
わ
い
ま
し
た
。

　
式
典
後
も
、
会
場
の
外
は
旧

友
と
の
再
会
を
喜
ぶ
若
者
で
一

杯
で
し
た
。

４
１
３
３
人
が
新
成
人
に

Ｍ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｍ
Ｙ
Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｉ
〜
町
田
か
ら
そ
の
先
へ
〜

Ｍ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｍ
Ｙ
Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｉ
〜
町
田
か
ら
そ
の
先
へ
〜

Ｍ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｍ
Ｙ
Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｉ
〜
町
田
か
ら
そ
の
先
へ
〜

二
十
祭
ま
ち
だ
開
催

二
十
祭
ま
ち
だ
開
催

　無資格者が税金の相談、申告書の作成等
をすることは、法律で禁じられているほか、
依頼者が思わぬ損害を被る恐れがありま
す。
　税理士は、税理士証票を携帯し、税理士
バッジを着用しています。
問東京税理士会辺０３・３３５６・４４７６

ににににににににににせせせせせせせせせせ税税税税税税税税税税理理理理理理理理理理士士士士士士士士士士・・・・・・・・・・ににににににににににせせせせせせせせせせ税税税税税税税税税税理理理理理理理理理理士士士士士士士士士士法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人ににににににににににごごごごごごごごごご注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意にせ税理士・にせ税理士法人にご注意ををををををををををを

市・都民税申告受付日程
受付時間受付日会　場

午前９時～午後４時

２月３日（月）～３月
１７日（月）の平日

イベントスタジオ（市庁
舎１階）

２月２３日（日）、３月
２日（日）

ワンストップロビー（市
庁舎１階）

午前９時３０分～午後４時
（午前１１時３０分～午後１
時は除く）

２月５日（水）堺市民センターホール
２月１３日（木）南市民センターホール

２月２０日（木）町田リサイクル文化セン
ター研修室（２階）

２月２５日（火）小山市民センターホール
３月５日（水）、６日
（木）鶴川市民センターホール

３月１２日（水）なるせ駅前市民センター
ホール
※午前中の受け付けが混雑した場合、午後の受け付けになることがあります。
※印鑑・収入の証明、社会保険料等の領収書・証明書をお持ち下さい。
※添付書類は申告書に貼らないでお持ち下さい。
※各会場には税務署職員がいないため確定申告の相談はできません。
※市庁舎以外の会場は、車での来場はご遠慮下さい。




